
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイ
ル
　　　　□有　☑無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別
□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

（名　称）市長公室　市政情報課　市政情報係

（所在地）埼玉県朝霞市本町１丁目1番地１

―

―

―

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５続柄、６宛名番号、７マイナン
バー、８死亡日、９異動日、１０通称名、１１振込先金融機関名・預金種
目・口座番号・口座名義人、１２顔写真、１３成年後見人等の選任の状
況、１４支援措置の申出状況、１５電話番号、１６印影、１７児童扶養手
当支給状況、１８ひとり親家庭等医療費支給、１９児童手当支給状況、２
０定額減税不足額給付金支給状況、２１子育て世帯支援給付金支給状況、
２２住民税非課税世帯支援給付金支給状況、２３定額減税調整給付金支給
状況、２４物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援
給付金)支給状況、２５子育て世帯（住民税非課税世帯）支援給付金支給
状況、２６住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給状況、２７電力・ガ
ス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給状況

食料品価格高騰対策等支援金支給対象者(１～２７)、
成年後見人（１、１１、１３、１５）

本人からの提出により収集　  （１～５、１１、１２、１４～１６）
成年後見人からの提出により収集（１、１１、１３、１５）
他市区町村からの収集        （５）
朝霞市総合窓口課からの収集  （１～１０、１４）
朝霞市こども未来課からの収集（１～５、１１、１７～１９）
朝霞市課税課不足額給付金支給プロジェクトチームからの収集（２０）
子育て世帯支援給付金支給プロジェクトチームからの収集（２１）
住民税非課税世帯支援給付金支給プロジェクトチームからの収集（２２）
定額減税調整給付金支給プロジェクトチームからの収集（２３）
物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)支給
プロジェクトチームからの収集（２４）
子育て世帯（住民税非課税世帯）支援給付金支給プロジェクトチームから
の収集（２５）
住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給プロジェクトチームからの収集
（２６）
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給プロジェクトチームか
らの収集（２７）

含まない

―

個人情報ファイル簿（単票）

令和７年度朝霞市食料品価格高騰対策等支援金給付ファイル

朝霞市長

朝霞市食料品価格高騰対策等支援金プロジェクトチーム

令和７年度朝霞市食料品価格高騰対策等支援金の給付に関する事務に利用
するため



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

含まない

備考

―

―

―

法定事務・市独自事務
※どちらかに市をしてください。


